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ポイント１ 労働基準法とは

労働基準法とは、正社員、アルバイト、派遣労働者などの名称を
問わず全ての労働者に適用される働くときの基本的なルールです。

労働者とは、① 職業の種類を問わず、

② 事業または事務所に使用され、

③ 賃金を支払われる者をいいます。（法第９条）

※ 障害の有無、国籍、性別、年齢等で適用（保護される）に区別はありません。

※ 雇用契約以外の契約（請負契約等）で働く人でも、就労実態により労働者

と判断され、労働基準法が適用されることもあります。



ポイント２ 労働条件の明示

 労働者を採用するときは、「労働条件」を書面（※）で明示

しなければなりません。（法第１５条）



・2024年４月から追加された明示事項



・追加された明示事項の【記載例】



ポイント３ 賃金

 賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月１回以上、

一定期日を定めて 支払わなければなりません。（法第２４条）

※ 賃金のデジタル払いが2023年4月から可能になりました。
ⅰ厚生労働大臣が指定した資金移動業者（○○Pay）を利用
ⅱ 労使協定の締結と労働者の同意が必要

※



ポイント４ 最低賃金（最低賃金法）

 賃金の最低額（最低賃金）を保障する制度です。

       ※ 最低賃金は都道府県ごとに定められています。（地域別最低賃金）

 年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、

すべての労働者に適用されます。

 労働者の同意があっても最低賃金を下回ることはできません。

（最低賃金法第４条）

① 法により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

② 違反した場合は、50万円以下の罰金に処せられます。

埼玉県の地域別最低賃金

１時間あたり1,078円（2024年10月1日から）



ポイント５ 労働時間、休日 ①

 労働時間 （法第３２条）

1日８時間、１週４０時間（※）

※ １０人未満の商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は

１週４４時間。なお、労働時間には、休憩時間は含みません。

 休日 （法第３５条）

１週間に１日、または４週間を通じて４日以上

※ 上記労働時間を超えて（時間外労働）、または休日に働かせる（休日労働）

場合は、使用者は、労使協定（３６協定）を結び、事前に所轄労働基準監督

署長に届け出る必要があります。（法第３６条）



ポイント５ 労働時間、休日 ②（上限規制）

 時間外労働の上限規制について（働き方改革で改正。2019年４月～）
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事業・業務 猶予期間終了後の取扱い（2024年4月以降）

建設の事業

•災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。

•災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～６ヶ月
平均80時間以内とする規制は適用されません。

自動車運転の業務

•特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

•時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。

•時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６ヶ月までとする規制は適用されません。

医師

•特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間（※）となります。

•時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。

•時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６ヶ月までとする規制は適用されません。

•医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限（36協定上定めることができる時間の上限）については、
Ａ水準、連携Ｂ水準では、年960時間（休日労働含む）
Ｂ水準、Ｃ水準では、年1,860時間（休日労働含む） となります。
なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限
として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、
Ａ水準では、年960時間/月100時間未満（例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある）
Ｂ・連携Ｂ水準・Ｃ水準では、年1,860時間/月100時間未満（例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合が

ある）とする必要があります。

適用が猶予されていた事業・業務の2024年４月以降の取り扱い



ポイント６ 休憩

 休憩 （法第３４条）

① １日の労働時間が

・６時間を超える場合 ⇒ ４５分以上

・８時間を超える場合 ⇒ １時間以上

② 勤務時間の途中に与えなければならない。
※労働者が休憩中でも電話や来客の対応をするように指示されている場合は、

労働時間とみなされる場合があります。

※労働からはなれることが保障されていない状態で待機している時間

（いわゆる「手待ち時間」）は、「休憩」ではなく労働時間になります。



ポイント７ 割増賃金

 時間外労働、休日労働、深夜労働（午後10時から午前５時）

を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。

（法第３７条）



ポイント８ 年次有給休暇 ①

 雇い入れの日から６か月間継続勤務し、全労働日の８割以上

出勤した労働者には年次有給休暇が与えられます。（法第３９条）

※ 緑の枠内に該当する労働者は、年５日の確実な年次有給休暇取得の対象者



ポイント８ 年次有給休暇 ②

 年次有給休暇の取得時季

年次有給休暇の取得については、労働者に時季指定権がありますので、

休暇の利用目的を問われることなく取得できます。

※ 指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社に休暇時季の変更

権が認められます。

 年次有給休暇の請求権

年次有給休暇の請求権は、２年間で時効により消滅します。

※ 有給休暇の付与された日（基準日）から起算して２年



ポイント８ 年次有給休暇 ③

 年次有給休暇が10日以上付与される労働者については、

年５日の年休を取得させることが使用者の義務になりました。

※ 義務違反の場合は、罰則（30万円以下の罰金）の対象

（働き方改革で改正 2019年4月～）



ポイント９ 解雇・退職

 解雇（法第20条）

使用者が、労働者を解雇する場合は、①または②の方法によることが原則

① 30日以上前に予告する

② 解雇予告手当（平均賃金の30日分以上）を支払う。

※ 業務上の傷病や産前産後による休業期間及びその後30日間は、原則として

解雇できません。

※ 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、

無効となります。（労働契約法第１６条）

 退職

期間の定めのない労働契約の場合は、２週間前までに申し入れを

すれば辞職が可能となります。（民法６２７条）



ポイント10 就業規則

 常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し、

労働者代表の意見書を添えて、所轄の労働基準監督署長に届け出なけれ

ばなりません。また、変更した場合も同様です。（法第８９条、第９０条）

 就業規則は、作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法により

労働者に周知しなければなりません。（法第１０６条）



その他の基礎知識 ①

使用者の責務



その他の基礎知識 ② 相談窓口

 職場でのトラブル（解雇、雇い止め、いじめ、いやがらせ等）

・埼玉労働局 雇用環境・均等部 総合労働相談コーナー

電話 ０４８－６００－６２６２

・会社管轄（会社の住所地を管轄）の労働基準監督署

 労災保険

・会社管轄の労働基準監督署

 雇用保険

・会社管轄の公共職業安定所

 社会保険（厚生年金保険・健康保険）

・会社管轄の年金事務所

※ 相談内容により、助言や指導を行います。
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